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大学医学部（いわゆる医局）の医師派遣機能の低下

病院勤務医の過重労働

○ 夜間・休日における患者の集中

○ 小児科医・産科医等の広く薄い配置による厳しい勤務環境

医療にかかる紛争の増加に対する懸念

女性医師の増加

○ 出産・育児による離職の増加

医師不足問題の背景



医師・歯科医師・薬剤師調査

人口１０万対医師数の年次推移
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○ 近年、医師国家試験の合格者は毎年7,600～7,700人程度であり、死亡等を除いても、
毎年3,500～4,000人程度増加。
（医師数） 平成10年 24.9万人 → 平成16年 27.0万人

○ 人口10万人対医師数についても毎年増加。



都道府県別にみた人口１０万人対医師数

○ 都道府県別に見て、人口10万人対医師数は134.2(埼玉県)から282.4(徳島県)まで存在。
（人口１０万人対従事医師数で見ると、129.4（埼玉県）から264.2（東京都）まで存在。）

○ しかし、平成10年から16年において、東京都、大阪府の医師が顕著に増加している事実はなく、医師が大都市に
一極集中しているとまでは必ずしもいえない。

人口10万人対医師数の

平成10年→平成16年の増加率

105.7％（175.0　→　184.9）

全国

東京

大阪

愛知

107.7%（196.6　→　211.7）

105.3％（264.4　→　278.4）

106.9％（228.9　→　244.6）

（参考） 総医師数

　　全国平均 … 211.7人

　　最大都道府県 … 徳島県（282.4人）

　　最小都道府県 … 埼玉県（134.2人）

　　最大と最小の差は、約2.1倍

注）　総医師数…医師・歯科医師・薬剤師調査に届け出た全ての医師の数
       従事医師数…総医師数のうち、医療機関（病院・診療所）に勤務する医師の数

出典：厚生労働省大臣官房統計情報部　
　　　  平成１６年　医師・歯科医師・薬剤師調査

(総医師数） (従事医師数）

全国 196.6 211.7 201
北海道 192.8 216.2 203.6
青森 168.3 173.7 164
岩手 168.8 179.1 167.9
宮城 184.7 201.0 188
秋田 177.1 193.2 181.9
山形 177.2 198.8 184.2
福島 167.5 178.1 171
茨城 136.4 150.0 142.3
栃木 181 200.2 189.8
群馬 187.9 201.4 192.2
埼玉 116.5 134.2 129.4
千葉 138.3 152.0 146
東京 264.4 278.4 264.2
神奈川 164.2 174.2 167.4
新潟 168.8 179.4 166.9
富山 207.6 230.4 213.6
石川 253.5 252.8 238.8
福井 197.1 212.4 202.7
山梨 180.8 193.0 186.8
長野 171.9 190.9 181.8
岐阜 156.8 171.3 165
静岡 157.7 174.9 168.5
愛知 175 184.9 174.9

平成１０年
(総医師数）

平成１６年

(総医師数） (従事医師数）

三重 175.6 184.3 176.8
滋賀 176.3 200.8 189.7
京都 262.9 274.8 258.3
大阪 228.9 244.6 231.2
兵庫 193.7 207.1 197.3
奈良 180.2 204.3 196.7
和歌山 221.4 247.8 236.8
鳥取 255.8 280.6 258.3
島根 228.1 253.0 238.1
岡山 237 258.8 246.3
広島 222.9 237.0 224.9
山口 216.6 237.9 224.1
徳島 263.3 282.4 262.4
香川 233.7 249.7 236.6
愛媛 219.3 233.2 223.9
高知 258.3 273.6 261.4
福岡 252.1 268.0 253.2
佐賀 209.7 228.2 216.4
長崎 237.8 262.5 247.2
熊本 239.7 247.5 235.4
大分 219.4 238.5 226.9
宮崎 199.2 218.4 206.9
鹿児島 211.7 224.3 212.9
沖縄 176.6 204.9 196.3

平成１６年平成１０年
(総医師数）



二次医療圏別人口１０万人当たり従事医師数

各都道府県内においても、県庁所在地など人口当たりの医師数が多い地域と、郡部など少ない地域が見られる。

　　平成16年医師・歯科医師・薬剤師調査より作成　

都道府県
人口10万人当たり
従事医師数(県)

二次医療圏
人口10万人当たり
従事医師数(県内)

県内での差 都道府県
人口10万人当たり
従事医師数(県)

二次医療圏
人口10万人当たり
従事医師数(県内)

県内での差 都道府県
人口10万人当たり
従事医師数(県)

二次医療圏
人口10万人当たり
従事医師数(県内)

県内での差

上川中部 284.6 石川中央 303.0 県南東部 282.6

根室 95.8 能登北部 124.4 高梁・阿新 127.4

津軽地域 241.6 福井・坂井 276.2 呉 276.3

西北五地域 94.7 奥越 104.9 広島中央 174.3

盛岡 247.4 甲府地区 311.5 宇部・小野田 364.9

二戸 102.7 東部 93.8 萩 159.9

仙台 291.6 松本 295.5 東部Ⅰ 302.0

黒川（※1） 45.1 木曽 114.5 西部Ⅱ 179.2

秋田周辺 250.4 岐阜 213.7 高松 301.8

湯沢・雄勝 101.0 中濃 120.2 小豆 140.3

村山 225.6 西遠 219.8 松山 267.9

最上 126.3 北遠 84.7 今治 165.8

県北 223.4 尾張東部 317.1 中央 293.8

南会津 99.4 尾張中部 64.2 高幡 151.4

つくば 322.2 中勢伊賀 228.5 久留米 385.9

常陸太田・ひたちなか 80.1 東紀州 145.4 京築 126.0

県南 235.7 大津 307.4 中部 277.8

県西 118.4 甲賀 110.4 西部 149.9

前橋 368.6 京都・乙訓 341.4 長崎 318.4

太田・館林 131.8 山城南 104.2 上五島 106.0

西部第二 222.3 大阪市 315.2 熊本 352.8

児玉 84.8 中河内 163.5 阿蘇 109.9

安房 253.4 神戸 254.9 別杵速見 295.0

夷隅長生 84.3 西播磨 128.7 東国東 128.6

区中央部（※2） 1,190.6 中和 236.5 宮崎東諸県 283.3

西多摩 123.5 西和 146.4 西都児湯 114.4

川崎南部 232.8 和歌山 313.3 鹿児島 319.9

県央 116.6 那賀 146.8 熊毛 100.0

新潟 311.2 西部 351.9 南部 235.2

十日町 99.6 中部 176.7 宮古 149.7

富山 257.7 出雲 360.1 　　　※１　黒川（大和町、大郷町、富谷町、大衡村）

新川 167.5 雲南 133.4 　　　※２　区中央部（千代田区、中央区、港区、文京区、台東区）

　　　※３　島しょ医療圏を除く。
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医師の従業時間について調査を行い、233病院から、病院常勤医師4077人の有効回答を得、650診療所か
ら、診療所常勤医師536人の有効回答を得た。医師が医療機関に滞在する時間のうち、診療・教育・会議等の

時間を合計し、休憩時間・自己研修・研究を除いたものを従業時間とすると、年齢階級別の従業時間は下記の
通りであった。（病院常勤医師の平均従業時間は平均で週48時間であるが、診療所常勤医師の平均従業時間
は平均すると週40時間を下回っている。）

「医師需給に係る医師の勤務状況調査」による医師の従業時間

※ なお、休憩時間や自己研修・研究等に充てた時間を含めた、病院常勤医師が医療機関に滞在する時間は、平均すると合計で週63時間であった。

病院常勤医師の平均従業時間
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男性 57.4 52.2 49.6 43.7 35.4 30.1

女性 52.2 47.8 44.6 41.6 35.3 31.4

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

病院常勤医師の平均勤務時間
診療所常勤医師の平均従業時間
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男性 38.1 42.7 41.5 36.5 36.2 25.3

女性 42.3 40.7 29.7 23.2 30.7 31.4

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

診療所常勤医師の平均勤務時間

（出典）平成18年度厚生労働科学研究費補助金「日本の医師需給の実証的調査研究」 主任研究者長谷川敏彦
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診療科別（主たる）医師数の年次推移

医師・歯科医師・薬剤師調査

※ 内科・外科を除く

内科：73,670人（H16）

外科：23,240人（H16）

小児科医は微増し、産婦人科医は減少している。



平成10年から平成16年において、小児科医数及び小児1万人あたりの小児科医数は

増加している。都道府県別にみても、ほぼ全ての都道府県で増加している。
※ 小児科医数は、36県で増加、1県で増減無し、10県で減少。（平成16年）

小児科医数と小児人口10000人当たり小児科医数
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厚生労働省大臣官房統計情報部医師・歯科医師・薬剤師調査

小児科医数と小児人口１０,０００人当たり小児科医数



産婦人科医数と出生１０００人当たり産婦人科医師数推移

産婦人科医数と出生1000人当たり産婦人科医師数推移
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厚生労働省大臣官房統計情報部医師・歯科医師・薬剤師調査

全国的には、産婦人科医は減少しているものの、出生数あたりの産婦人科医は横ばい。

また、都道府県における産婦人科医の増減には差がある。（産婦人科医とは、産科及び
産婦人科を主な診療科として医療機関において従事している医師）
※ 産婦人科医数は、9県で増加、3県で増減無し、35県で減少。（平成16年）



医療施設調査（各年９月）

分娩件数と帝王切開の変遷

○ 近年、分娩件数は、平成８年から平成１７年で１割以上減少している。
○ 一方、帝王切開による分娩の件数は２割以上増加しており、分娩件数に占める割合も増加して
きている。

分娩件数
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分娩を実施した施設数（総数） 分娩を実施した病院数 分娩を実施した診療所数

平成 ８年 3991 1720 2271

平成１１年 3697 1625 2072

平成１４年 3306 1503 1803

平成１７年 2933 1321 1612
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分娩を 実施した病院数

分娩を 実施した診療所数

分娩実施施設数の変遷

平成８年から平成１７年において、分娩実施施設数は病院、診療所いずれにおいても、
減少傾向である。



病院・診療所の勤務医師数の変化

○ 平成10年から平成16年において、病院勤務医師は10,583名（6.9%）、診療所勤務医師数は9,152名（10.9%）

増加しており、増加率は診療所の方が若干高い。
○ なお、病院・診療所の合計では19,735人（8.3%）増加。【平成１０年から平成１６年の医師数の変化】

病院勤務医師増加数
（平成１０年→平成１６年）

１０,５８３人

診療所勤務医師増加数
（平成１０年→平成１６年）

９,１５２人

病院勤務医師の割合の変化
［平成１０年］ ６４．６％ → ［平成１６年］ ６３．８％



救急医療の現状①

救急自動車による搬送 平成8年度 平成11年度 平成14年度 平成17年度

全搬送人員 3,247,129 3,761,119 4,331,917 4,958,363 

軽症者の数 1,628,072 1,886,784 2,219,052 2,579,910 

軽症者の割合 50.14% 50.20% 51.20% 52.10%

救急自動車による搬送人数の増加と軽症者の割合

救急自動車による搬送人員のうち軽症者の割合は増加していないが、10年
間で軽症者数は、全搬送人数の増加に伴い約95万人の増加となっている。

覚知時刻による搬送人員は、8～20時にかけて患者が多く、それ以降は減

少している。

搬送人員
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救急医療の現状②

救急医療に関する施設整備の推移

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

初期救急
（休日夜間急患センター） 504 509 510 512 508

初期救急
（在宅当番医制実施地区
数）

678 686 683 677 666

入院を要する救急
（施設数） 3289 3271 3253 3228 3214

入院を要する救急
（輪番制地区数） 403 403 403 411 411

救命救急センター 160 165 165 178 189

機能別にみた救急医療提供体制の整備状況の推移を見ると、救命救急セン
ターは増加傾向にあるものの、他についてはほとんど横ばい状態である。



国

民

○ がん予防の推進

○ がん検診の質の向上等

がん予防及び早期発見の推進

○ 専門的な知識及び技能を有する医師

その他の医療従事者の育成

○ 医療機関の整備等

○ がん患者の療養生活の質の維持向上

○ がん医療に関する情報の収集提供

体制の整備等

がん医療の均てん化の促進等

○ がんに関する研究の促進

○ 研究成果の活用

○ 医薬品及び医療機器の早期承認に

資する治験の促進

○ 臨床研究に係る環境整備

研究の推進等

がん対策基本法

がん対策を総合的かつ計画的に推進

が
ん
対
策
推
進
協
議
会

地方公共団体地方公共団体

連携

がん対策推進基本計画がん対策推進基本計画

閣議決定・国会報告閣議決定・国会報告

厚生労働大臣厚生労働大臣
がん対策推進基本計画案の作成がん対策推進基本計画案の作成

都道府県都道府県

都道府県がん対策推進計画都道府県がん対策推進計画

がん医療の提供の状況等を
踏まえ策定

国国



全ての患者・家族の安心

がん対策推進基本計画

がんによる死亡者の減少
（20%減）

全てのがん患者・家族の
苦痛の軽減・療養生活の質の向上

放射線療法・化学療法の推進、
これらを専門的に行う医師等の育成

治療の初期段階からの
緩和ケアの実施

がん登録の推進

がん医療
に関する
相談支援・
情報提供

医療機関の整備等

がんの
早期発見

が ん 研 究

すべての拠点病院で
「放射線療法・外来化学療法」

を実施

すべてのがん診療に携わる医師に
緩和ケアの基本的な研修を実施

院内がん登録を行う医療機関数の増加

すべての
２次医療圏に

相談支援センター
を設置し、研修を
修了した相談員

を配置
未成年者
の喫煙率

０％

受診率
５０％

がんの
予 防

原則、すべての２次医療圏に拠点病院を設置し、
５大がんの地域連携クリティカルパスを整備

重点的に取り組むべき事項



① 自殺の背景には様々な社会的要因があり、社会的な取組みが必要
② 自殺は多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであり、精神保健的観点のみならず、その実態に

即した取組みが必要
③ 自殺の予防、発生危機への対応、発生後、未遂時など各段階に応じた対策が必要
④ 行政、医療機関、事業主、学校、民間団体等の密接な連携が必要

国の責務
対策の総合的策定と実施

地方自治体の責務
地域の状況に応じた施策の策

定と実施

事業主の責務
被用者の心の健康保持

国民の責務
自殺対策への関心と理解

自
殺
対
策
大
綱

① 自殺防止等に関する調査研究、情報収集・提供等
② 教育・広報活動等を通じた国民理解の増進
③ 人材の確保・養成・資質向上
④ 職域、学校、地域等における心の健康保持に係る体制整備
⑤ 精神科医に受診しやすい環境整備、精神科医と他の医師との連携等の確保
⑥ 自殺の危険性が高い者の早期発見、相談など自殺発生回避のための体制整備
⑦ 自殺未遂者に対する支援
⑧ 親族等に対する支援
⑨ 民間団体の活動に対する支援

自殺対策基本法のあらまし
基本理念

基本的施策

自殺総合対策会議
（関係大臣）

策定 関係行政機関の調整

自殺の概要・自殺対策の実施状況の年次報告

政府

↓
国会



現 状 と 基 本 認 識

基 本 的 考 え 方

○社会的要因も踏まえ総合的に取り組む
・働き方の見直しや再チャレンジが可能な社会の構築、失業、多
重債務等の相談支援体制の整備

・うつ病の早期発見、早期治療
・命の大切さの理解を深めるとともに、自殺や精神疾患に対する
偏見をなくす取組

・マスメディアの自主的な取組への期待

○自殺の実態を明らかにする
○国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
○早期対応の中心的役割を果たす人材を養成する
○心の健康づくりを進める
○適切な精神科医療を受けられるようにする
○社会的な取組で自殺を防ぐ
○自殺未遂者の再度の自殺を防ぐ
○遺された人の苦痛を和らげる
○民間団体との連携を強化する

当 面 の 重 点 施 策

自 殺 総 合 対 策 大 綱 の 概要
（現状）

○国民一人ひとりが自殺予防の主役となるよう取り組む

◇自殺は追い込まれた末の死

・将来ある子どもの自殺や20代、30代のインターネット
自殺が問題化

・心理的、社会的負担の大きい中高年男性が自殺者
急増の主要因

・高齢者は、健康問題に加え、介護、看病疲れも課題

（基本認識）

◇自殺は防ぐことができる

・多くの自殺は個人の自由な意思や選択の結果ではなく、社会的要因
を含む様々な要因が複雑に関係して、心理的に追い込まれた末の死

◇自殺を考えている人はサインを発している

・制度、慣行の見直しや相談・支援体制の整備という社会的な取組と
うつ病等の精神疾患に対する適切な治療により予防が可能

・家族や同僚の気づきを自殺予防につなげていくことが課題

○自殺の事前予防、危機対応に加え、未遂者や遺族等
への事後対応に取り組む

○関係者が連携して包括的に支える

○実態解明を進める
当面、これまでの知見に基づき施策を展開

○中長期的視点に立って、継続的に進める

○平成２８年までに、自殺率を２０％以上減少
○なお、一人でも多くの自殺を考えている人を救うため、早期の
目標達成に努力

○目標達成の場合､見直し期間にかかわらず数値目標を見直す

自殺対策の数値目標

○国、地方それぞれに関係行政機関、民間団体等相互の緊密
な連携・協力

○評価見直しへの民間有識者の関与
○５年後を目途に見直し

推 進 体 制 等

○世代別の自殺の現状

○平成10年に自殺者数が３万人を超え、以降、
９年連続で高い水準で推移
欧米の先進諸国と比較しても高い水準

・自殺者の多くは、自殺の直前にうつ病等の精神疾患に罹患

内閣府作成







７：１入院基本料届出医療機関数（病床数）の推移

　平成19年5月1日現在の７対１入院基本料の届出状況について調査した。

届出総数
平成18年5月1日現在 平成18年10月1日現在

届出総数
平成19年5月1日現在

平成18年5月1日現在 平成19年5月1日現在

医療機関
数

病床数
医療機関

数
病床数 割合 注１ 医療機関

数
病床数 割合 注１ 医療機関

数
病床数

医療機関
数

病床数 割合 注２

一般病棟入院
基本料

5,732 723,484 280 44,831 6.2% 544 103,836 14.4% 5,567 705,373 787 162,730 23.1%

結核病棟入院
基本料

248 9,720 4 80 0.8% 13 211 2.2% 244 8,105 21 343 4.2%

特定機能病院
入 院 基 本 料
(一般病棟）

78 61,068 11 9,382 15.4% 17 15,257 25.0% 81 63,484 27 23,178 36.5%

特定機能病院
入 院 基 本 料
(結核病棟）

13 198 0 0 0.0% 2 11 5.6% 13 152 5 43 28.3%

特定機能病院
入 院 基 本 料
(精神病棟）

74 3,467 2 47 1.4% 3 74 2.1% 73 3,300 3 74 2.2%

専門病院入院
基本料

16 5,593 4 1,196 21.4% 3 1,100 19.7% 18 5,957 4 1,480 24.8%

合計 － 803,530 － 55,536 6.9% － 120,489 15.0% － 786,371 － 187,848 23.9%

注１：平成18年5月1日現在の届出病床総数に占める割合

注２：平成19年5月1日現在の届出病床総数に占める割合

※速報値につき、後日変更があり得るものである。

中 医 協　  総 －  １
 １　９　．　７　．　１　１



革新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略について 

（平成１９年４月２６日 文部科学省・厚生労働省・経済産業省） 

 

１． 経緯 

 ○平成１８年９月２９日 安倍総理は、所信表明演説において、医薬分野を

第一にあげ成長に貢献するイノベーションの創造

に向けた施策の推進を表明。 

 ○平成１９年３月１６日 経済財政諮問会議において、４月中に戦略を策定

すべきことが議題に。 

 ○平成１９年４月２６日 「革新的創薬のための官民対話」の場において、

５か年戦略を決定・公表。 

 ○平成１９年５月１５日 厚生労働大臣より経済財政諮問会議に報告。 

 

 

２．趣旨 

○ 医薬品・医療機器産業を日本の成長牽引役へ導くとともに、世界最高水準

の医薬品・医療機器を国民に迅速に提供することを目標とする。 

 

○ 研究開発・審査段階における諸施策を講ずるとともに、薬価・診療報酬に

ついても医療保険制度と調和を図りつつ革新的なものや国内外の最新の治療

法が適正に評価される制度としていく。 

 
 
３．イノベーションの適切な評価  

（薬価） 

革新的新薬の適切な評価、海外における標準的又は最新の治療方法の迅速な

導入という観点と、医療保険財政の持続可能性等との調和を図る必要がある。

こうした観点から、革新的新薬の適切な評価に重点を置き、特許の切れた医薬

品については後発品への置き換えが着実に進むような薬価・薬剤給付制度にし

ていく。こうした観点から、関係業界の意見も聴きながら、具体的な制度のあ

り方について検討する。（平成１９年度に検討、結論；厚生労働省） 

 

 



①研究資金の集中投入

・医薬品・医療機器関連予
算の重点化・拡充

・産官学による重点開発
領域等の調整組織の設置

・研究開発税制の充実・強
化の検討

②ベンチャー企業育成等

・研究資金の拡充

・施設や機器の共用化等

・企業化支援体制の整備、
ＯＢ人材の活用、相談窓口
の充実等

・審査手数料の支援検討

・医療機器の部材提供を活
性化する方策の検討

③臨床研究・治験環境の整備

・国際共同治験の推進

・国民に重大な影響を与える疾患に対し、
国立高度専門医療センターを中心に産
官学が密接に連携して臨床研究を進め
る「医療クラスター」の整備

・橋渡し研究拠点、再生医療拠点、臨床
研究体制の整備

・医療クラスターを中心とした治験の拠
点化・ネットワーク化・ＩＴ化

・医師や臨床試験を支援する人材の育
成・確保

・医師等の臨床業績評価を向上させる
ための取組

・臨床研究の規制の適正化の推進

⑥イノベーションの適切な評価
薬価制度等における革新的な製品

のより適切な評価の検討

④アジアとの連携
・重要な疾病について共同研究推進
・東アジアで収集されたデータの活用方法
の共同研究

革新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略の概要

⑤審査の迅速化・質の向上

・新薬の上市までの期間を2.5年間
短縮（ドラッグ・ラグの解消）

・審査人員を倍増・質の向上
（３年間で２３６人増員）

・承認審査の在り方や基準の明確
化、ＧＣＰの運用改善

・国際共同治験に関するガイダンス
の作成、優先的治験相談の実施

・日米欧審査当局との間での共同
治験相談の導入の協議

・医療機器の安全性を確保しつつ、
治験・承認審査の合理化・簡素化
を推進

・医療機器審査人員の充実・育成

・医療機器ＧＣＰの運用改善

世界最高水準の医薬品・世界最高水準の医薬品・
医療機器を国民に提供医療機器を国民に提供

医薬品・医療機器産業医薬品・医療機器産業
を日本の成長牽引役にを日本の成長牽引役に

日本先行開発・日本参加の世界同時開発を目指した施策群

平成１９年４月

文部科学省

◎厚生労働省

経済産業省

⑦官民対話 関係省・研究機関・産業界の連携強化 定期的な官民対話の実施



ＤＰＣ病院数の推移

平成１９年７月 支払い対象病院 ３６０病院

（約１８万床）

調査対象病院 １０７３病院

（約２８万床）

参考：全医療機関における一般病床数 約90万床

平成15年 平成16年 平成17年 平成18年
支払い

対象病院
８２ １４４ １４４ ３６０

調査
対象病院 ９２ ５１ ２２８ ３７１

＊枠内は病院数



平成１８年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査 

の実施について 

 

１ 目 的 

  平成１８年７月１２日に中央社会保険医療協議会診療報酬改定結果検証部会（以下

「検証部会」という。）において策定された「平成１８年度診療報酬改定結果の検証方

針」（以下「検証方針」という。）に基づき、特別調査を実施し、検証部会における平

成１８年度診療報酬改定の結果検証のための資料を得ることを目的とする。          

 

２ 調査の実施方法 

  特別調査は、外部委託により実施することとし、実施に当たっては、調査機関、検証

部会委員、関係学会等により構成された「調査検討委員会」により、具体的な調査設計

及び集計、分析方法の検討を行う。 

 

３ 調査項目 

〔平成１８年度調査〕 

・ 保険医療機関等における医療費の内容が分かる明細書の発行状況調査 

 ・ ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査 

・ リハビリテーション実施保険医療機関における患者状況調査 

 ・ 後発医薬品の使用状況調査 

 ・ 歯科診療における文書提供に対する患者意識調査 

〔平成１９年度調査〕 

 ・ セカンドオピニオン外来実施医療機関の利用状況調査 

 ・ 生活習慣病管理料算定保険医療機関における患者状況調査 

・ 地域連携診療計画管理料算定保険医療機関における連携体制等の状況調査 

 ・ 紹介率要件の廃止に伴う保険医療機関への影響調査 

・ 医療安全管理対策の実施状況調査 

・ 褥瘡管理対策の実施状況調査 

・ 透析医療に係る改定の影響調査 

 ・ ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査（平成１８

年度からの継続調査）   

・ 後発医薬品の使用状況調査（平成１８年度からの継続調査） 

  



 

平成１８年度診療報酬改定の結果の検証について 

～中医協診療報酬改定結果検証部会特別調査（平成１８年度調査）の結果概要～ 

 

 

 

 

 

中医協診療報酬改定結果検証部会では、平成１８年度診療報酬改定の結果を検証

し、次期改定に係る議論に繋げることを目的に、平成１８年度に５項目の特別調査

を実施したところ。 

平成１９年５月１６日の中医協総会において調査結果の報告を行った。 

 

保険医療機関等における医療費の内容が分かる明細書の発行状況調査 

・ 全国の保険医療機関、保険薬局のうち 4,000 施設に対し、患者から求めがあっ

たときに発行に努めることとされている「個別の診療報酬点数の算定項目の分か

る明細書」の発行状況等を調査 

 

（主な結果） 

  ・ 発行が義務化された「領収書」の発行開始時期をみると、平成 18 年 4 月を

境に発行施設数が増加し、経過措置期間が終了した平成 18 年 10 月には、回答

のあった施設のうち無回答を除く全ての施設が発行。 

  ・ 発行に努めることとされている「明細書」については、回答のあった施設の

うち、55％が「発行している」と回答。 

  ・ 「明細書を発行している」としている施設のうち約 75％は、発行に関して患

者に「特に何も周知していない」と回答。 

  ・ 「明細書を発行している」としている施設のうち約 40％は、「全ての患者に

発行」と回答。また、約 27％が「レセプトと同じものを発行」と回答。 

  ・ 「明細書を発行している」としている施設のうち約 89％は、「費用を徴収し

ていない」と回答。 

 

（検証部会としての評価） 

平成 18 年度診療報酬改定において発行が義務化された領収証については、本

調査に回答した施設のうち約５％を占める無回答を除けば全施設で発行されて

おり、概ね発行義務が遵守されていると考えられる。 

明細書については本調査に回答した施設の 55.0％が「明細書を発行している」

と回答していることから、一定の割合で明細書が発行されていることが伺える。

但しこの割合は、一度だけでも明細書を発行したケースも含まれている。また「明

細書を発行している」としている施設のうち約 40％は、「全ての患者に発行」と

回答していることから、回答のあった施設の約２２％は「全ての患者に発行」し

ていることになる。 

しかし、今回の調査の回収率は 54．6％であり、本調査に回答した施設と比べ

 



 

て回答しなかった施設では明細書の発行されていない比率が高いと仮定すれば、

全施設における「明細書を発行している」施設の割合、および「全ての患者に明

細書を発行している」施設の割合は、これらの値より小さくなる可能性がある。 

また、明細書を発行している施設においても、明細書の発行について患者に対

する周知がなされている割合は低いことが判明した。患者に対して情報の提供を

促進する意味から、明細書の発行に関しては、医療施設において、また、社会全

体においても、更なる周知が必要と考えられる。 

 

 

ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査 

・ 全国の保険医療機関のうちニコチン依存症管理料を算定している 1,000 施設に

対し、禁煙治療の状況等について調査。 

・ 上記の調査対象施設において、平成１８年６月および７月の２ヶ月間に医療機

関でニコチン依存症管理料の算定を開始した患者全員について治療終了からの

禁煙／喫煙の状況を医療機関側から追跡調査。 

 

（主な結果） 

・ ニコチン依存症管理料の施設基準の届出時期は、４月が全体で約 36％と最も

多く、次いでニコチンパッチ等が保険適用となった６月の 25％となっている。 

・ ニコチン依存症管理料算定医療機関における禁煙治療については、病院では

約４７％が専門外来の設置等、特別な体制で実施。一方、診療所においては約

87％が通常の診療体制の中で実施している。 

・ ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、禁煙指導を５回終了した患者

は全体の約 28％と最も多く、これらの患者は指導終了時点で約 74％が４週間

禁煙をしていた。 

・ 禁煙指導終了３ヶ月後の状況では、全体で約 32％が３ヶ月後も禁煙を継続し

ており、５回の指導を全て終了した患者では３ヶ月後の禁煙継続率は約 59％で

あった。指導を受けた回数が多いほど、禁煙継続率は高かった。 

・ 二次調査において、指導終了から３ヶ月後及び６ヶ月後の状況をみると、全

体で３ヶ月後の禁煙継続率は約 35％、６ヶ月後の禁煙継続率は約 33％であっ

た。５回の指導を全て終了した患者の３ヶ月後及び６ヶ月後の禁煙継続率は、

各々約 63％、約 54％であった。指導を受けた回数が多いほど、禁煙継続率は

高かった。 

 

（検証部会としての評価） 

ニコチン依存症の治療の効果に関しては、指導終了３ヶ月後に「禁煙継続」と

「失敗」がそれぞれ約３割である。しかし、患者数の最も多い禁煙指導を５回受

けた患者に限定すれば指導終了３ヶ月後に「禁煙継続」が 58.9%、「失敗」が 21.6％

であったことから一定の治療効果があると認められる。 

 



 

今後、更に専門家の意見も踏まえつつ、平成 19 年度に行われる継続調査にお

いてより長期間で禁煙指導の効果がどの程度持続するのかを明らかにする必要

がある。また、これらの結果を国際比較することも重要である。 

さらに、指導の回数が多いほど、禁煙継続率が高い傾向が認められることから、

禁煙指導が途中で中止されないような工夫を検討することも必要である。 

 

 

リハビリテーション実施保険医療機関における患者状況調査 

・ 心大血管疾患リハビリテーション料等を算定している全 1，297 施設に対し、

リハビリテーションを実施した患者及び終了した患者等の状況を調査。 

・ 上記医療機関においてリハビリテーションを終了又は算定日数上限に到達した

患者について、リハビリテーションの実施期間、実施内容、リハビリテーション

終了後の状況等を調査。 

・ 施設向け患者調査対象者に対し、医療機関で受けたリハビリテーションの内容、

リハビリテーション終了後の状況等を調査。 

 

（主な結果） 

・ リハビリテーション料の算定を終了した患者のうち、大半の患者（心大血管

疾患 ８８％、脳血管疾患等 ７５％、運動器 ７７％、呼吸器 89％）は算

定日数上限前に終了していた。 

除外対象疾患のため上限後に終了した者と合わせると約７８％～８９％。 

・ 算定日数上限で終了した患者を個別に見ると、終了時点で「身体機能の改善

の見込みがある」（＝医療保険によるリハビリが必要である）とされた患者は、

心大血管疾患では約７％、運動器リハでは約 10％であり、特に脳血管疾患等で

は約２％、呼吸器では約３％とわずかであった。 

・ 状態の維持のためにリハビリの継続が必要（＝介護保険によるリハビリが必

要）であるが、年齢等により介護保険の対象外となる患者がわずかながらい

た（心大血管疾患 約１％、脳血管疾患等 約１％、運動器 約２％、呼吸

器  0%）。 

・ リハビリテーションを終了した患者の多くは、今後自宅で過ごす予定として

いる（心大血管疾患 約 68％、脳血管疾患等 約 56％、運動器 約 67％、呼

吸器 約 50%）。 

また、患者がリハビリテーションに望むことについては、現在の日常生活の

動作や活動を保ちたいとする者が多かった（心大血管疾患 約 57％、脳血管疾

患等 約 58％、運動器 約 53％、呼吸器 約 57%）。 

 

（検証部会としての評価） 

今回の検証により、算定日数上限で設定された日数については概ね妥当であっ

たと判断できるが、一部の患者においては、状態の改善を見込めるにも関わらず

 



 

算定日数上限を理由に医療保険によるリハビリを終了するケース、あるいは、状

態の改善は見込めないものの状態維持のためのリハビリの継続が必要であるが

算定日数上限を理由にリハビリが受けられないケース、同様に維持のためのリハ

ビリが必要であるが年齢などの理由により介護保険の対象とならずリハビリを

受けることができない患者が存在することが明らかとなった。また、算定日数の

上限を理由にリハビリを終了した患者の中には、医師より介護保険サービスを紹

介されたにも関わらず、そうしたサービスを受けていない患者もいた。 

リハビリテーションに関しては、既にこの検証結果（速報）を踏まえて、見直

しを行うことが３月１４日の中央社会医療協議会で決定され、４月から施行され

たところである。今後は、見直した内容が期待する効果を果たしているかどうか

を観察することが重要である。 

なお、見直しの際に付された中央社会医療協議会の附帯意見にもあるように、

維持期のリハビリテーションについて、今後の在り方を検討する必要がある。 

また、平成 18 年度改定により、リハビリテーションの施設基準を満たすこと

が出来なくなった施設があったとの指摘を踏まえ、施設基準の妥当性については

検討を行う必要がある。 

 

 

後発医薬品の使用状況調査 

・ 全国の保険薬局のうち 1,000 施設に対し、「後発医薬品への変更可」として処

方医の署名等がある処方せんの受付状況等について調査 

 

（主な結果） 

・ 「後発医薬品へ変更可」欄に処方医の署名等がある処方せんの割合は、全体

の処方せんの約 17％、処方医の署名等がある処方箋のうち、実際に後発医薬品

に変更された処方せんの割合は約６％であった。 

・ 後発医薬品へ変更した薬局（２９３薬局）において、後発医薬品へ変更可の

処方せん(後発医薬品が存在するもの)に占める、実際に後発医薬品に変更した

処方せんの割合についてみると、78 薬局が 5％未満である一方、41 薬局が 90％

以上であり、薬局ごとに大きなばらつきが見られた。 

・ 「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名等がある処方せんを取り扱った

薬局において、 

① 患者が後発医薬品への変更を希望したが、処方せんの「後発医薬品への

変更可」欄に処方医の署名等がなかった場合の対応として、「設問のよう

なケースはなかった」は約 44％、「その旨を患者さんに説明の上、変更し

なかった」は約 34％、「処方医に照会し、了解を得て変更した」は約 24％

であった。 

② 「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名等がある処方せんを持参し

た患者に対する後発医薬品への変更に関する説明は、全薬局のうち約７割

 



 

の薬局が、「すべての患者さんに説明できている」又は「ほぼすべての患

者さんに説明できている」であった。 

③ 「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名等がある処方せんを取り扱

った薬局において、患者一人当たりの平均説明時間は、患者が後発医薬品

を選択した場合は 9.20 分、選択しなかった場合は 4.86 分であった。 

・ 調査対象となった全６３５薬局において、平成１７年１０月と平成１８年１

０月の備蓄品目数を比較すると、全品目の品目数の伸び率は１０％未満の薬局

が３４４薬局と一番多くなっていたが、後発医薬品の品目数の伸び率は５０％

以上が２１５薬局と一番多くなっていた。 

・ 実際に後発医薬品へ変更した場合の保険医療機関への情報提供について、薬

局が保険医療機関側から受けた要望・苦情の内容として、調剤した銘柄等の情

報は毎回は不要（調剤した後発医薬品の銘柄が、前回の後発医薬品の銘柄から

変更された場合のみでよい）の旨が複数見られた。 

・ 実際に後発医薬品に変更された処方せんについて、実際に調剤した薬剤料は、

記載銘柄により調剤した場合の薬剤料の約 66％となっていた。 

 

（検証部会としての評価） 

全処方せんのうち、後発医薬品に変更された処方せんの割合はまだ低く、今後

の改善が望まれる。とりわけ、「変更可」の処方せんのうち、薬局で実際に後発

医薬品に変更された割合は約 6％で、かつ薬局ごとに変更率に大きなばらつきが

あることが明らかになった。 

こうしたことから、平成１９年度において継続調査を実施し、その中で薬局に

おいて後発医薬品への変更が進まない理由を調査し、後発医薬品の使用促進策を

検討する必要がある。 

また、同様の視点から平成１９年度調査においては医療機関等を調査対象とし

て、処方医の属性や意識等と「変更可」の状況との関係を調査する必要がある。 

 

 

歯科診療における文書提供に対する患者意識調査 

・ 全国の歯科診療所、歯科大学病院等のうち、1,161 施設に対し、患者への文書

提供の状況を調査 

・ 歯科を受診した患者 5,000 人に対し、文書提供の有無、満足度等を調査 

 

（主な結果） 

・ 医療機関において 1 日あたり文書作成に要する時間は、約 26 分であり、患

者 1人あたりの文書作成時間は、約 5分となっている。 

・ 文書による情報提供については、医療機関の意識としては、患者の満足度や

理解度の向上にはあまり寄与しておらず、「待ち時間が長くなった」「治療時間

や患者数の減少」等、歯科治療に影響を及ぼすものと考えている一方で、受け

 



 

取った患者は概ね満足（約７２％）している。 

・ 文書提供の在り方については、今と同じ文書をもらいたいと回答したものが

4 割程度である一方、「口腔内状態に変化がない場合は不要」などの意見も 4

割程度あった。 

 

（検証部会としての評価） 

文書による情報提供に伴う患者の満足度等の向上について、歯科医師が考える

以上に患者の満足度・理解度は高く、今回の改定の基本的考え方である患者の視

点の重視（情報提供の推進）については、患者サイドから一定の評価を得られた

ものと考えられる。 

しかし、文書による情報提供に対して満足している患者のうち約４割が「２回

目からは症状に大きな変化があったときだけでよい」「もっと簡単でわかりやす

みものにしてほしい」と回答しており、また、「口頭の説明で十分」「口頭での説

明が少ないから」「いつも同じような内容だから」等の理由で不満足であるとい

う患者も全回答者の約１割いることから、情報提供の内容や提供方法等について

は、次期診療報酬改定に向けての検討課題と考えられる。 
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